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　本紙平成28年（2016年）8月17日号（No. 14266）（「商
標権侵害を理由とするサイトブロッキングを命じた
英控訴院判決」）で報告させていただいたとおり、英
控訴院は2016年７月16日に、欧州で初めて商標権侵
害を理由とするサイトブロッキング（特定のウェブ
サイトへのアクセスを遮断する措置の実施）をイン
ターネットサービスプロバイダ（以下「ISP」とい

う。）を命じたイングランド・ウェールズ高等法院の
一審判決を維持する内容の判決を言い渡し、大きな
注目を集めた（カルティエ事件判決[2016] EWCA 
Civ 658, 06 July 2016）。
　本稿では、本カルティエ事件判決のその後の進展
と、サイトブロッキングについての他のEU加盟国
の状況について報告する。

ウェブサイトブロッキングについての
欧州の動向

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所
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１　カルティエ事件について
（１）英控訴院判決の概要

本訴訟は、商標権者であるカルティエほかの高
級ブランドが、英国の大手ISP５社に対して、偽
ブランド品を販売する複数のウェブサイトに対す
るサイトブロッキングを請求したものである。

原審判決及びこれを維持した本判決が注目され
原告の請求を認容した理由は主として３つある。

（ア）偽ブランド品販売サイト排除のための絶大
な効果

本件各被告ISPの英国ブロードバンドサービ
ス市場における合計シェアが95%以上にも上る
ため、指定された偽ブランド品販売サイトに対
する英国のインターネットユーザーのアクセス
がほぼ排除される。しかも、命令の名宛人とな
るISPは、指定されたIPアドレスやドメイン名
をブラックリスト化して遮断すれば免責される
のではなく、違法行為を行うウェブサイトの
サーバーのIPアドレスやドメイン名の変更の有
無を常時モニターし、その変更に対応してサイ
トブロッキングを継続しなければならないため、
指定された偽ブランド品販売サイト遮断の効果
は絶大なものとなる。

（イ）ブロッキングコストのISP負担
原審判決及び本判決は、EUエンフォースメ

ント指令第11条１等の規定の趣旨のほか、ISP
にはEU Eコマース指令により一定の法的責任
の免責が認められていること、そしてサイトブ
ロッキングにかかる費用は、ISPのビジネスに
よって得られる利益によって賄われるのが公平
であるとの理由から、ISPにその費用負担が命
じられた。

因みに、ISPがかかる命令を実行するために
外部業者を使ってサーバーのIPアドレスやドメ
イン名の変更の有無を常時モニターし、これら
の変更についての通知を受けるためには、１
ウェブサイトあたり年間3600ポンド（約50万円）
のコストがかかることがあるとのことである２。
本件で指定された偽ブランド品販売サイトは数
件だけであるが、今後同種訴訟が増加すること
によりISPが被る経済的損失は重大なものとな
る虞がある。

（ウ）英国商標法上の明文の根拠規定の欠如
英国著作権法３にはサイトブロッキングを認

容する根拠規定（著作権・意匠・特許法第97A
条）があるのに対して、同商標法上４はサイト
ブロッキングを認める明文上の根拠を欠く。

しかしながら、本判決は、EU加盟国を拘束
するEUエンフォースメント指令第11条は「各
加盟国は、司法当局が知的財産権の侵害を認め
たときには、知的財産権の侵害継続を防止する
ために侵害人に対する差止をなしうる制度を設
けなければならない…また、知的財産の権利者
が、侵害人に対してサービスを提供する者に対
してその差止を申し立てられるようにしなけれ
ばならない。（筆者抄訳）」と規定しており、同
規定の趣旨とこれに基づく英国Senior Courts 
Act 第37条１項５（「控訴裁判所は、正当かつ
便宜に適うと裁判所が判断した場合において
は、侵害の差止を命じることができる。（筆者
訳）」）の解釈によって裁判所にサイトブロッキ
ングを命じる権限が認められていると判示した。
また、本判決は、差止請求を認容する裁判所の
equitable powerはそもそも広汎であり、その行
使は裁判例上認められている範囲に限定されな
いこと、EUエンフォースメント指令第11条は、
ISPに対するサイトブロッキング命令を含む差
止請求に関する裁判所の司法権行使を発展させ
るための原理を定めたものであるとし、商標権
侵害を理由とするブロッキングも裁判所が正当
かつ便宜に適うと判断した場合にはこれを言い
渡す権限が認められると言及している。

（２）控訴人ISPによる最高裁判所への上告

2017年２月、控訴人らは英国最高裁判所に本件
の上告を行った。

しかし、上告が受理された請求の範囲は、サイ
トブロッキングにかかるコストの権利者への求償
請求に限定されており、英控訴院判決が採用した
サイトブロッキング命令言渡しの基準が違法であ
るとした上告人らの請求はいずれも理由がないも
のとして不受理となった。

すなわち、英控訴院判決の判断は①指定された
偽ブランド品販売サイトにより現実に英国内にど


